
 

 
新幹線メンテナンス東海株式会社（ＳＭＴ）大井第二事業所の細沼所長は、

２０１１年３月８日の始業点呼で、「最近バス停でＪＲの『弱小組合』がビ

ラを配っているが、ＳＭＴとは関係ないのでビラをもらわないように。」と

発言しました。  
ＪＲ東海労働組合新幹線地本は、２０１１春闘の闘いの一環として、２月

２５日と３月８日に、品川バス停付近でビラ配布行動を取り組みました。細

沼所長の発言は労働組合活動への不当な弾圧であり、明らかな不当労働行為

です。断じて容認できるものではありません。  
私たちは、細沼所長にその発言の真意を確かめるべく書面をもって３項目

の質問をし、２０１１年３月２５日までに書面で回答することを求めまし

た。しかし、細沼所長は「内容を拝見しましたが、私が受け取る内容ではな

いと思いますのでお返しさせていた

だきます。」という文書を添えて私た

ちの書面を送り返してきました。  
これを受けて私たちは、細沼所長に

電話をし、会談を申し入れました。細

沼所長は、検討して連絡をすると言い

ましたが、未だに連絡はありません。

連絡がないので、私たちは毎日電話を

していますが、常に外出中ということ

で連絡が取れない状況です。  
 このことは、労働組合を冒涜した行

為であり、許されるものではありませ

ん。したがって、新幹線メンテナンス

東海株式会社の代表者である磯崎社

長に自社の事業所の現場長の発言に

ついての見解を求め公開質問状を出

しました。  
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